
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号

行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
取
扱
法

第
一
条
　
此
ノ
法
律
ニ
於
テ
行
旅
病
人
ト
称
ス
ル
ハ
歩
行
ニ
堪
ヘ
サ
ル
行
旅
中
ノ
病
人
ニ
シ
テ
療
養
ノ
途
ヲ
有
セ
ス
且
救
護
者
ナ
キ
者
ヲ
謂
ヒ
行
旅
死
亡
人
ト
称
ス
ル
ハ
行
旅
中
死
亡
シ
引
取
者
ナ
キ
者
ヲ
謂
フ

住
所
、
居
所
若
ハ
氏
名
知
レ
ス
且
引
取
者
ナ
キ
死
亡
人
ハ
行
旅
死
亡
人
ト
看
做
ス

前
二
項
ノ
外
行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
ニ
準
ス
ヘ
キ
者
ハ
政
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
二
条
　
行
旅
病
人
ハ
其
ノ
所
在
地
市
町
村
之
ヲ
救
護
ス
ヘ
シ

必
要
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
市
町
村
ハ
行
旅
病
人
ノ
同
伴
者
ニ
対
シ
テ
亦
相
当
ノ
救
護
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
三
条
　
行
旅
病
人
又
ハ
其
ノ
同
伴
者
ヲ
救
護
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
市
町
村
ハ
速
ニ
扶
養
義
務
者
又
ハ
第
五
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
公
共
団
体
ニ
通
知
シ
之
ヲ
引
取
ラ
シ
ム
ル
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
四
条
　
救
護
ニ
要
シ
タ
ル
費
用
ハ
被
救
護
者
ノ
負
担
ト
シ
被
救
護
者
ヨ
リ
弁
償
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
扶
養
義
務
者
ノ
負
担
ト
ス

第
五
条
　
行
旅
病
人
若
ハ
其
ノ
同
伴
者
ノ
引
取
ヲ
為
ス
者
ナ
キ
ト
キ
又
ハ
救
護
費
用
ノ
弁
償
ヲ
得
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
引
取
並
費
用
ノ
弁
償
ヲ
為
ス
ヘ
キ
公
共
団
体
ニ
関
シ
テ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
六
条
　
扶
養
義
務
者
ニ
対
ス
ル
被
救
護
者
引
取
ノ
請
求
及
救
護
費
用
弁
償
ノ
請
求
ハ
扶
養
義
務
者
中
ノ
何
人
ニ
対
シ
テ
モ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
費
用
ノ
弁
償
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
民
法
第
八
百
七
十
八
条
ニ
依
リ
扶
養
ノ
義
務

ヲ
履
行
ス
ヘ
キ
者
ニ
対
シ
求
償
ヲ
為
ス
ヲ
妨
ケ
ス

第
七
条
　
行
旅
死
亡
人
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
所
在
地
市
町
村
ハ
其
ノ
状
況
相
貌
遺
留
物
件
其
ノ
他
本
人
ノ
認
識
ニ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
記
録
シ
タ
ル
後
其
ノ
死
体
ノ
埋
葬
又
ハ
火
葬
ヲ
為
ス
ベ
シ

墓
地
若
ハ
火
葬
場
ノ
管
理
者
ハ
本
条
ノ
埋
葬
又
ハ
火
葬
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ス

第
八
条
　
必
要
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
市
町
村
ハ
行
旅
死
亡
人
ノ
同
伴
者
ニ
対
シ
テ
亦
相
当
ノ
救
護
ヲ
為
ス
ヘ
シ

行
旅
病
人
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
準
用
ス

第
九
条
　
行
旅
死
亡
人
ノ
住
所
、
居
所
又
ハ
氏
名
知
レ
ザ
ル
ト
キ
ハ
市
町
村
ハ
其
ノ
状
況
相
貌
遺
留
物
件
其
ノ
他
本
人
ノ
認
識
ニ
必
要
ナ
ル
事
項
ニ
付
テ
公
署
ノ
掲
示
場
ニ
告
示
シ
官
報
ニ
公
告
シ
及
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依

リ
電
気
通
信
回
線
ニ
接
続
シ
テ
行
フ
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
ニ
依
リ
直
接
受
信
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
公
衆
ノ
請
求
ニ
依
リ
自
動
的
ニ
送
信
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
謂
ヒ
放
送
又
ハ
有
線
放
送
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ニ
依
リ
公
衆

ノ
閲
覧
ニ
供
ス
ベ
シ

第
十
条
　
行
旅
死
亡
人
ノ
住
所
若
ハ
居
所
及
氏
名
知
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
市
町
村
ハ
速
ニ
相
続
人
ニ
通
知
シ
相
続
人
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
扶
養
義
務
者
若
ハ
同
居
ノ
親
族
ニ
通
知
シ
又
ハ
第
十
三
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
公
共
団
体
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

第
十
一
条
　
行
旅
死
亡
人
取
扱
ノ
費
用
ハ
先
ツ
其
ノ
遺
留
ノ
金
銭
若
ハ
有
価
証
券
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
仍
足
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
相
続
人
ノ
負
担
ト
シ
相
続
人
ヨ
リ
弁
償
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
死
亡
人
ノ
扶
養
義
務
者
ノ
負
担
ト
ス

第
十
二
条
　
行
旅
死
亡
人
ノ
遺
留
物
件
ハ
市
町
村
之
ヲ
保
管
ス
ヘ
シ
但
シ
其
ノ
保
管
ノ
物
件
滅
失
若
ハ
毀
損
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
又
ハ
其
ノ
保
管
ニ
不
相
当
ノ
費
用
若
ハ
手
数
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
売
却
シ
又
ハ
棄
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
三
条
　
市
町
村
ハ
第
九
条
ノ
公
告
後
六
十
日
ヲ
経
過
ス
ル
モ
仍
行
旅
死
亡
人
取
扱
費
用
ノ
弁
償
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
行
旅
死
亡
人
ノ
遺
留
物
品
ヲ
売
却
シ
テ
其
ノ
費
用
ニ
充
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
其
ノ
仍
足
ラ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
費
用
ノ
弁

償
ヲ
為
ス
ヘ
キ
公
共
団
体
ニ
関
シ
テ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

市
町
村
ハ
行
旅
死
亡
人
取
扱
費
用
ニ
付
遺
留
物
件
ノ
上
ニ
他
ノ
債
権
者
ノ
先
取
特
権
ニ
対
シ
優
先
権
ヲ
有
ス

第
十
四
条
　
市
町
村
ハ
行
旅
死
亡
人
取
扱
費
用
ノ
弁
償
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
相
続
人
ニ
其
ノ
保
管
ス
ル
遺
留
物
件
ヲ
引
渡
ス
ヘ
シ
相
続
人
ナ
キ
ト
キ
ハ
正
当
ナ
ル
請
求
者
ト
認
ム
ル
者
ニ
之
ヲ
引
渡
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
五
条
　
行
旅
病
人
行
旅
死
亡
人
及
其
ノ
同
伴
者
ノ
救
護
若
ハ
取
扱
ニ
関
ス
ル
費
用
ハ
所
在
地
市
町
村
費
ヲ
以
テ
一
時
之
ヲ
繰
替
フ
ヘ
シ

前
項
費
用
ノ
弁
償
金
徴
収
ニ
付
テ
ハ
市
町
村
税
滞
納
処
分
ノ
例
ニ
依
ル

前
項
ノ
徴
収
金
ノ
先
取
特
権
ハ
国
税
及
地
方
税
ニ
次
グ
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
条
　
削
除

第
十
七
条
　
外
国
人
タ
ル
行
旅
病
人
行
旅
死
亡
人
及
其
ノ
同
伴
者
並
其
ノ
所
持
物
件
若
ハ
遺
留
物
件
ノ
取
扱
ニ
関
シ
別
段
ノ
規
定
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
政
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
八
条
　
船
車
内
ニ
於
ケ
ル
行
旅
病
人
行
旅
死
亡
人
及
其
ノ
同
伴
者
並
其
ノ
所
持
物
件
若
ハ
遺
留
物
件
ノ
取
扱
ニ
関
シ
別
段
ノ
規
定
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
政
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
九
条
及
第
二
十
条
　
削
除

第
二
十
一
条
　
此
ノ
法
律
ハ
明
治
三
十
二
年
七
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

第
二
十
二
条
　
明
治
十
五
年
第
四
十
九
号
布
告
行
旅
死
亡
人
取
扱
規
則
ハ
此
ノ
法
律
施
行
ノ
日
ヨ
リ
廃
止
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
二
二
三
号
）
　
抄

第
二
十
九
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
五
日
法
律
第
二
一
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
前
従
前
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
相
当
規
定
に
基
い
て
な
さ
れ
た
処
分
又
は
手
続
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
二
〇
日
法
律
第
一
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
課
の
先
取
特
権
の
順
位
の
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

７
　
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
各
法
令
（
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
国
税
徴
収
法
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
強
制
換
価
手
続
に
よ
る
配
当
手
続
が
開
始
さ
れ

る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
当
該
配
当
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
令
の
規
定
に
規
定
す
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
法
律
第
一
二
〇
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
六
日
法
律
第
一
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
か
ら
四
ま
で
　
略

五
　
第
十
四
条
の
規
定
、
第
十
五
条
の
規
定
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
十
九
条
の
二
の
改
正
規
定
を
除
く
。
附
則
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
十
六
条
の
規
定
、
第
十
七
条
の
規
定
（
児
童
福
祉
法

第
二
十
条
第
四
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
附
則
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
　

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
そ
の
他
の
処
分
、
申
請
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の

行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行

為
」
と
い
う
。
）
で
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命

令
を
含
む
。
）
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の

行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
一
六
日
法
律
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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